
対
し
、
そ
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
活
動
に
関
し
指
導
又
は
助
言
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四
、
国
は
、
献
体
の
意
義
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
必

　
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
そ
の
他
、
遺
族
が
な
い
場
合
に
お
け
る
引
取
者
に
よ
る
死
体
の

　
引
渡
し
、
解
剖
体
と
し
て
受
領
し
た
死
体
に
関
す
る
記
録
の
作

　
成
・
保
存
及
び
報
告
等
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

　
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
委
員
長
報
告
参
照

○
社
会
労
働
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

19

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

五
八
、
二
、
八

五
八
、
三
、
二
五

受
　
　
　
　
領

五
八
、
二
、
八

　
　
（
予
)

五
八
、
四
、
一
九

修
　
　
正

五
八
、
四
、
二
〇

修
　
　
正

五
八
、
二
、
八

五
八
、
三
、
二
四

可
　
　
決

五
八
、
三
、
二
五

可
　
　
決

五
八
、
四
、
二
〇

衆
へ
回
付

　
　
四
、
二
六

衆
　
同
　
意

24

特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

二
、
一
〇

　
　
　
三
、
二
四

受
　
　
　
領

三
、
一
五

（
予
）

　
　
　
四
、
二
八可

決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

二
、
一
五

　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
三
、
二
四

可
　
　
決

25

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国

際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
、
一
〇

　
　
　
三
、
二
四

受
　
　
　
領

二
、
一
〇

（
予
）

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

二
、
一
〇

　
　
三
、
二
三

可
　
　
決

　
　
三
、
二
四

可
　
　
決



本
院
議
員
提
出
法
律
案

（
七
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

１

雇
用
に
お
け
る
男
女
の
平
等
取
扱
い

の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

対
馬
孝
且
君

外
　
　
二
　
　
名

（
五
八
、
三
、
二
四
）

五
八
、
三
、
二
六　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
八
、
三
、
二
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

五
八
、
三
、
二
六

　
　
（
予
）

2

育
児
休
業
法
案

本
岡
昭
次
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
（
三
、
二
九
）

三
、
三
〇

三
、
二
九
未
　
　
　
　
　
　
　
了

三
、
三
〇

（
予
）

3

戦
時
災
害
援
護
法
案

対
馬
孝
且
君

外
　
六
　
　
名

　
　
（
四
、
　
四
）

四
、
六

四
、
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

四
、
六

（
予
）

４

公
衆
浴
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

対
馬
孝
且
君

外
　
　
六
　
　
名

　
　
（
四
、
　
四
）

四
、
六

四
、
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

四
、
六

（
予
）

5

市
町
村
が
行
う
寒
冷
地
世
帯
暖
房
費

援
助
事
業
に
係
る
国
の
補
助
に
関
す

る
法
律
案

対
馬
孝
且
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
（
四
、
　
四
）

四
、
六

四
、
四

未
　
　
　
　
　
　
　
了

四
、
六

（
予
）

6

林
業
労
働
法
案

目
黒
今
朝
次
郎
君

外
　
　
六
　
　
名

　
　
　
（
五
、
　
九
）

五
、
一
〇

五
、
九

未
　
　
　
　
　
　
　
了

五
、
一
〇

（
予
）

７

男
女
雇
用
平
等
法
案

渡
部
通
子
君

外
　
　
一
　
　
名

　
　
（
五
、
一
一
）

五
、
一
二

五
、
一
一
未
　
　
　
　
　
　
　
了

五
、
一
二

（
予
）



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案

（
五
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

原
子
爆
弾
被
爆
者
等
援
護
法
案

森
井
忠
良
君

外
　
　
五
　
　
名

（
五
八
、
三
、
一
七
）

五
八
、
三
、
一
八

五
八
、
三
、
一
八

　
　
（
予
）

五
八
、
三
、
一
八

継
　
続
　
審
　
査

6

母
子
保
健
法
、
健
康
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案

金
子
み
つ
君

外
　
　
六
　
　
名

　
　
（
四
、
二
二
）

四
、
二
五

四
、
二
五

（
予
）

四
、
二
五

継
　
続
　
審
　
査

７

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

森
井
忠
良
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
（
四
、
二
二
）

四
、
二
五

四
、
二
五

（
予
）

　
　

四
、
二
五

継
　
続
　
審
　
査

８

浄
化
槽
法
案

社
会
労
働
委
員

長　
　
（
四
、
二
六
)

四
、
二
六
五
八
、
四
、
二
六

四
、
二
六

（
予
）

五
八
、
五
、
一
〇

可
　
　
決

五
八
、
五
、
一
一

可
　
　
決

五
八
、
四
、
二
六

可
　
　
決

９

社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

社
会
労
働
委
員

長　
　
（
四
、
二
八
）

四
、
二
八

四
、
二
八

四
、
二
八

（
予
）

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決



戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
　
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
五
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
〇
　
参
修
正

　
　
　
　
四
、
二
六
　
衆
同
意

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
戦
没
者
遺
族
等
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
、
勤

　
務
に
関
連
す
る
傷
病
等
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
者
の
平
病
死
に

　
係
る
遺
族
年
金
等
の
額
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
戦
没
者
の
妻
及

　
び
父
母
等
に
改
め
て
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

　
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

　
　
　
平
病
死
に
係
る
遺
族
年
金
及
び
遺
族
給
与
金
の
額
を
、
昭
和
五

　
　
十
八
年
十
月
分
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
二
十
五
万
九
千
円
か

　
　
ら
三
十
万
七
千
円
に
、
現
行
の
十
九
万
四
千
三
百
円
か
ら
二
十

　
　
四
万
二
千
三
百
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
｡

　
二
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正
に

　
関
す
る
事
項

　
1
　
国
債
（
継
続
分
）
の
最
終
償
還
を
終
え
た
戦
没
者
等
の
妻
に
対

　
　
し
、
改
め
て
特
別
給
付
金
と
し
て
額
面
百
二
十
万
円
、
十
年
償

　
　
還
の
無
利
子
の
国
債
を
支
給
す
る
こ
と
。

　
２
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
の
妻
と
し
て
、

　
　
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年

　
　
金
等
の
受
給
権
を
有
す
る
戦
没
者
等
の
妻
に
対
し
、
特
別
給
付

　
　
金
と
し
て
額
面
二
十
万
円
、
十
年
償
還
の
無
利
子
の
国
債
を
支

　
　
給
す
る
こ
と
。

　
３
　
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に
よ
る
特

　
　
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
日
か
ら
十
年
を
経
過
し

　
　
た
日
に
お
い
て
、
当
該
戦
傷
病
者
等
が
昭
和
四
十
八
年
四
月
一

　
　
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た

　
　
こ
と
に
よ
り
、
戦
没
者
等
の
妻
と
し
て
公
務
扶
助
料
、
遺
族
年

　
　
金
等
の
受
給
権
を
有
す
る
に
至
つ
た
者
に
対
し
、
特
別
給
付
金

　
　
と
し
て
額
面
六
十
万
円
、
十
年
償
還
の
無
利
子
の
国
債
を
支
給

　
　
す
る
こ
と
。

三
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
の
一
部
改
正

　
に
関
す
る
事
項

　
1
　
国
債
（
再
継
続
分
）
の
最
終
償
還
を
終
え
た
戦
没
者
の
父
母
等



　
　
に
対
し
、
改
め
て
特
別
給
付
金
と
し
て
額
面
六
十
万
円
、
五
年

　
　
償
還
の
無
利
子
の
国
債
を
支
給
す
る
こ
と
。

　
２
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
死
亡
し
た
者
の
父
母
等
と

　
　
し
て
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
、

　
　
遺
族
年
金
等
の
受
給
権
を
有
す
る
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
し
、

　
　
特
別
給
付
金
と
し
て
額
面
十
万
円
、
五
年
償
還
の
無
利
子
の
国

　
　
債
を
支
給
す
る
こ
と
。

四
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
二
の
１
及
び
三
の
１
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
一
日
か
ら

　
施
行
す
る
こ
と
。

修
正
要
旨

　
　
本
法
律
案
の
う
ち
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
再

　
継
続
及
び
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
再
々
継
続
の

　
規
定
は
、
「
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
こ
と
と

　
な
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
八

　
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
」
に
改
め
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

　
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会
労
働
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
案
は
、
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
の
ほ
か
、
関
連
す
る

　
二
法
律
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

　
勤
務
に
関
連
す
る
傷
病
等
に
よ
る
障
害
年
金
の
受
給
権
者
の
平
病
死

　
に
係
る
遺
族
年
金
等
の
額
を
恩
給
法
に
準
じ
て
引
き
上
げ
る
ほ
か
、

　
戦
没
者
の
妻
及
び
父
母
等
に
改
め
て
特
別
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と

　
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
け
る
質
疑
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

　
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
了
し
、
日
本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
日
本
共

　
産
党
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
無
党
派
ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
対
馬
理

　
事
よ
り
、
障
害
年
金
等
の
額
を
引
き
上
げ
、
そ
れ
を
本
年
四
月
一
日
よ

　
り
適
用
す
る
旨
の
各
派
共
同
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
次
い
で
自
由
民
主

　
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
村
上
理
事
よ
り
、
戦
没
者
の
妻
及
び

　
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
本
年
四
月
一
日

　
と
あ
る
の
を
公
布
の
日
と
改
め
、
四
月
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用

　
す
る
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。



　
採
決
の
結
果
、
対
馬
理
事
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少
数
で
否
決
さ

れ
、
村
上
理
事
提
出
の
修
正
案
並
び
に
修
正
部
分
を
除
く
原
案
は
全

会
一
致
で
そ
れ
ぞ
れ
可
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
修
正
議
決
す
べ
き
も

の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を
も
っ
て
付
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案
（
閣
法
第
二
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
四
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
的
事
情
の
著
し
い
変

　
化
に
よ
り
、
特
定
不
況
業
種
に
属
す
る
事
業
分
野
及
び
特
定
不
況
地

　
域
に
お
い
て
現
に
多
数
の
離
職
者
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
及
び
今
後

　
と
も
一
時
に
多
数
の
離
職
者
が
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と

等
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
関
係
労
働
者
等
の
失
業
の
予
防
、
再
就
職

の
促
進
等
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
不
況
業
種
及
び
特
定
不
況
地
域
の
定
義
等

　
１
　
「
特
定
不
況
業
種
」
と
は
、
内
外
の
経
済
的
事
情
の
著
し
い

　
　
変
化
に
よ
り
、
そ
の
製
品
又
は
役
務
の
供
給
能
力
が
著
し
く
過

　
　
剰
で
そ
の
長
期
継
続
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
事
業
規
模
の
縮
小

　
　
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
雇
用
量
の
相
当
程
度
の
減

　
　
少
が
見
込
ま
れ
る
業
種
で
あ
つ
て
、
事
業
主
団
体
及
び
労
働
組

　
　
合
の
意
見
を
聴
き
、
期
間
を
付
し
て
、
政
令
で
指
定
す
る
業
種

　
　
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
「
特
定
不
況
地
域
」
と
は
、
そ
の
地
域
内
の
特
定
不
況
業
種

　
　
の
事
業
活
動
の
割
合
が
相
当
程
度
で
あ
り
、
そ
の
事
業
規
模
の

　
　
縮
小
等
に
伴
い
雇
用
情
勢
の
著
し
い
悪
化
が
見
込
ま
れ
る
地
域

　
　
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
き
、
期
間
を
付
し
て
、

　
　
政
令
で
指
定
す
る
地
域
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
の
責
務

　
　
特
定
不
況
業
種
及
び
特
定
不
況
地
域
に
つ
い
て
、
失
業
の
予
防
、

　
再
就
職
の
促
進
等
に
関
す
る
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
の

　
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。



三
、
労
働
大
臣
の
作
成
す
る
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
計
画

　
　
労
働
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
不
況
業

　
種
又
は
特
定
不
況
地
域
に
つ
い
て
、
事
業
所
管
大
臣
又
は
関
係
都

　
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
き
、
事
業
主
団
体
が
提
出
す
る
雇
用
動

　
向
等
に
関
す
る
資
料
を
勘
案
し
て
、
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
計
画

　
を
作
成
す
る
こ
と
。

四
、
特
定
不
況
業
種
事
業
主
の
作
成
す
る
再
就
職
援
助
等
計
画

　
　
特
定
不
況
業
種
事
業
主
は
、
相
当
数
の
労
働
者
が
離
職
等
を
余

　
儀
な
く
さ
れ
る
事
業
規
模
の
縮
小
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

　
労
働
組
合
等
の
意
見
を
聴
き
、
再
就
職
援
助
等
計
画
を
作
成
し
、

　
公
共
職
業
安
定
所
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

五
、
雇
用
の
安
定
の
た
め
の
要
請

　
　
労
働
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
数

　
の
離
職
者
の
発
生
が
見
込
ま
れ
る
事
業
規
模
の
縮
小
等
を
行
お
う

　
と
す
る
特
定
不
況
地
域
内
の
特
定
不
況
業
種
事
業
主
に
対
し
て
、

　
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要
請

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
、
失
業
の
予
防
等
の
た
め
の
助
成
及
び
援
助

　
　
政
府
は
、
特
定
不
況
業
種
事
業
主
又
は
特
定
不
況
地
域
事
業
主

　
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
等
に
関
し
、
失
業
の
予
防
、
雇
用
機

　
会
の
増
大
そ
の
他
の
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
講
ず
る
事
業
主
に
対
し
て
は
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
ま
た
、
特

　
定
不
況
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
増
大
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ

　
る
措
置
を
講
ず
る
事
業
主
に
対
し
て
は
雇
用
改
善
事
業
と
し
て
、

　
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
助
成
及
び
援
助
を
行
う
こ
と
。

七
、
職
業
訓
練
及
び
職
業
紹
介

　
　
特
定
不
況
業
種
離
職
者
及
び
特
定
不
況
地
域
離
職
者
の
再
就
職

　
を
容
易
に
す
る
た
め
、
国
及
び
雇
用
促
進
事
業
団
は
必
要
な
職
業

　
訓
練
の
実
施
に
つ
い
て
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
公
共

　
職
業
安
定
所
は
求
人
の
開
拓
、
職
業
指
導
及
び
就
職
の
あ
つ
せ
ん

　
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

八
、
特
定
不
況
業
種
離
職
者
求
職
手
帳
の
発
給

　
　
公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
認
定
を
受
け
た
再
就
職
援
助
等
計
画

　
に
含
ま
れ
て
い
る
特
定
不
況
業
種
離
職
者
で
あ
つ
て
、
離
職
の
日

　
ま
で
一
年
以
上
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
一
定
の
要
件

　
に
該
当
す
る
も
の
（
関
連
下
請
事
業
主
が
特
定
不
況
業
種
の
指
定

　
の
日
前
一
定
の
期
間
内
に
行
つ
た
事
業
規
模
の
縮
小
等
に
伴
い
離

　
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

　
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
、
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
効
力
を

　
有
す
る
特
定
不
況
業
種
離
職
者
求
職
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い



　
う
。
）
を
発
給
す
る
こ
と
。

九
、
給
付
金
の
支
給

　
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
手
帳
所
持
者
が
、
そ
の
有
す
る
能
力
に

　
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
促
進
す
る
た
め
、
手

　
帳
所
持
者
又
は
事
業
主
に
対
し
て
、
雇
用
対
策
法
の
規
定
に
基
づ

　
き
、
給
付
金
を
支
給
す
る
こ
と
。

十
、
手
帳
所
持
者
又
は
特
定
不
況
地
域
離
職
者
に
係
る
延
長
給
付

　
　
手
帳
所
持
者
又
は
特
定
不
況
地
域
離
職
者
で
あ
る
雇
用
保
険
の

　
受
給
資
格
者
又
は
船
員
保
険
の
失
業
保
険
金
の
支
給
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
者
で
あ
つ
て
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら

　
れ
る
四
十
歳
以
上
の
も
の
に
対
し
て
は
、
九
十
日
の
延
長
給
付
を

　
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
一
、
公
共
事
業
へ
の
就
労
促
進

　
　
労
働
大
臣
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
事
業
の
事

　
業
主
体
等
に
対
し
て
、
特
定
不
況
業
種
離
職
者
の
雇
入
れ
に
つ
い

　
て
配
慮
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
特
定
不
況
地

　
域
に
お
い
て
計
画
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
に
つ
い
て
、
特
定
不
況

　
地
域
離
職
者
の
吸
収
率
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
二
、
施
行
期
日
等

　
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
廃
止
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
四
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
社
会

　
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し
上

　
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の

　
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
は
、
最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
的

　
事
情
の
著
し
い
変
化
に
よ
り
、
特
定
不
況
業
種
及
び
特
定
不
況
地
域

　
に
お
い
て
多
数
の
離
職
者
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
の
ほ
か
、
特
定

　
不
況
業
種
離
職
者
臨
時
措
置
法
及
び
特
定
不
況
地
域
離
職
者
臨
時
措

　
置
法
の
有
効
期
限
が
本
年
六
月
三
十
日
に
到
来
す
る
こ
と
等
に
か
ん

　
が
み
、
両
法
を
統
合
整
備
し
、
引
き
続
き
関
係
労
働
者
等
の
失
業
の

　
予
防
、
再
就
職
の
促
進
等
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

　
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締

　
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
案
は
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
漁
業
離
職
者
の
発
生
が
今

　
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
予
想
さ
れ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
駐
留
軍

　
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業



離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
有
効
期
限
を
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
延

長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審
議

を
進
め
、
最
近
の
雇
用
失
業
情
勢
と
そ
の
対
応
策
、
特
定
不
況
業
種

及
び
特
定
不
況
地
域
の
機
動
的
指
定
、
駐
留
軍
離
職
者
及
び
漁
業
離

職
者
の
再
就
職
促
進
策
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
二
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の

安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
対
し
、
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を

も
っ
て
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
浄
化
槽
法
案
は
、
浄
化
槽
に
よ
る
屎
尿
等
の
適
正
な
処
理

を
図
り
、
生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
す
る
た

め
、
浄
化
槽
の
設
置
、
保
守
点
検
、
清
掃
及
び
製
造
に
つ
い
て
規
制

す
る
と
と
も
に
、
浄
化
槽
工
事
業
者
の
登
録
制
度
及
び
浄
化
槽
清
掃

業
の
許
可
制
度
を
整
備
し
、
浄
化
槽
設
備
士
及
び
浄
化
槽
管
理
士
の

資
格
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
市
町

村
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
を
推
進
す
る
た
め
、
市

町
村
を
区
域
と
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
に
関
す
る
規
定
等
を
定
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
案
を
一
括
議
題
と
し
て
審
議

を
進
め
、
増
大
す
る
廃
棄
物
の
終
末
処
理
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体

の
財
政
負
担
対
策
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
二
法
律
案
は
い
ず
れ
も
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
し
、

附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を
も
っ
て
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う

漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
二
五
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
一
〇
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
三
、
二
四
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決



要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
及
び
漁
業
離
職
者
の
発
生
が

　
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
予
想
さ
れ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
駐
留

　
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
の
有
効
期
限
（
昭
和
五
十
八
年
五
月

　
十
六
日
）
及
び
国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る

　
臨
時
措
置
法
の
有
効
期
限
（
昭
和
五
十
八
年
六
月
三
十
日
）
を
、
そ

　
れ
ぞ
れ
五
年
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に

　
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

浄
化
槽
法
案
（
衆
第
八
号
）
（
衆
議
院
提
出
）

五
八
、
　
四
、
二
六
　
衆
社
会
労
働
委
員
長
提
出

　
　
　
　
四
、
二
六
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

本
法
律
案
は
、
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
等
の
適
正
な
処
理
を
図
り
、

生
活
環
境
の
保
全
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、
浄
化

槽
の
設
置
、
保
守
点
検
、
清
掃
及
び
製
造
に
つ
い
て
規
制
す
る
と
と

も
に
、
浄
化
槽
工
事
業
者
の
登
録
制
度
及
び
浄
化
槽
清
掃
業
の
許
可

制
度
を
整
備
し
、
浄
化
槽
設
備
士
及
び
浄
化
槽
管
理
士
の
資
格
等
を

定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
処
理
等

　
　
特
定
の
公
共
下
水
道
・
し
尿
処
理
施
設
で
処
理
す
る
場
合
を
除

　
き
、
浄
化
槽
で
処
理
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
し
尿
を
公
共
用
水
域

　
等
に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
　
浄
化
槽
の
構
造
基
準
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
等
に
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
、
浄
化
槽
の
工
事
、
保
守
点
検
及
び
清

　
掃
に
つ
い
て
は
、
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
と
す
る
こ
と
。

二
、
浄
化
槽
の
設
置

　
１
　
設
置
等
の
届
出
、
勧
告
及
び
変
更
命
令

　
　
　
浄
化
槽
の
設
置
等
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
等

　
　
及
び
こ
れ
を
経
由
し
て
特
定
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
知
事
又
は
特
定
行
政
庁
は
、
当
該
届
出
に
係
る
浄
化
槽
の
設

　
　
置
等
の
計
画
に
つ
い
て
、
行
政
上
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
認
め



　
　
る
と
き
は
、
勧
告
又
は
計
画
の
変
更
・
廃
止
の
命
令
が
で
き
る

　
　
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
水
質
検
査

　
　
　
浄
化
槽
管
理
者
は
、
使
用
開
始
後
六
月
を
経
過
し
た
と
き
及

　
　
び
毎
年
一
回
定
期
に
、
指
定
検
査
機
関
の
行
う
水
質
検
査
を
受

　
　
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

三
、
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定

　
　
浄
化
槽
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
浄
化
槽
の
型
式
に
つ
い

　
て
建
設
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
　
外
国
の
工
場
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
浄
化
槽
を
製
造
し

　
よ
う
と
す
る
者
は
、
浄
化
槽
の
型
式
に
つ
い
て
建
設
大
臣
の
認
定

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
。

四
、
浄
化
槽
関
係
事
業
の
規
制

　
1
　
浄
化
槽
工
事
業
の
登
録

　
　
　
浄
化
槽
工
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の

　
　
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
か
つ
、
営
業
所
ご
と

　
　
に
、
浄
化
槽
設
備
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
浄
化
槽
清
掃
業
の
許
可

　
　
　
浄
化
槽
清
掃
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
市
町
村
長
の
許
可

　
　
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
３
　
浄
化
槽
保
守
点
検
業
の
登
録

　
　
　
都
道
府
県
等
は
、
条
例
で
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
を
業
と
す

　
　
る
者
に
つ
い
て
登
録
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
｡

五
、
浄
化
槽
に
係
る
公
的
資
格

　
　
浄
化
槽
工
事
を
実
地
に
監
督
す
る
浄
化
槽
設
備
士
及
び
浄
化
槽

　
の
保
守
点
検
の
業
務
に
従
事
す
る
浄
化
槽
管
理
士
の
資
格
を
定
め

　
る
と
す
る
こ
と
。

六
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
浄
化
槽
設
備
士
及
び
浄
化
槽
管
理
士
に
係
る
試
験
及
び

　
免
状
の
交
付
等
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
六

　
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
に

　
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照

社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
九
号
）
（
衆
議
院

提
出
）



五
八
、
　
四
、
二
八
　
衆
社
会
労
働
委
員
長
提
出

　
　
　
　
四
、
二
八
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
市
町
村
に
お
け
る
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業

　
を
推
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
関
す
る
規
定
の
改

　
正
を
行
う
と
と
も
に
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
に
関
す
る
規
定
を
新

　
た
に
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
（
都
道
府

　
　
県
協
議
会
）
に
関
す
る
規
定
の
改
正

　
　
１
　
都
道
府
県
協
議
会
は
、
市
町
村
の
区
域
を
単
位
と
す
る
社
会

　
　
　
福
祉
協
議
会
（
市
町
村
協
議
会
）
の
過
半
数
が
参
加
す
る
も
の

　
　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
都
道
府
県
協
議
会
の
事
業
と
し
て
、
市
町
村
協
議
会
の
相
互

　
　
　
の
連
絡
及
び
事
業
の
調
整
を
加
え
る
と
す
る
こ
と
。

　
二
、
市
町
村
協
議
会
に
関
す
る
規
定
の
新
設

　
　
１
　
市
町
村
協
議
会
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
社
会

　
　
　
福
祉
事
業
又
は
更
生
保
護
事
業
を
経
営
す
る
者
が
過
半
数
が
参

　
　
　
加
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

　
２
　
市
町
村
協
議
会
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
次
の

　
　
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

　
　
(
1
)
　
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
調
査

　
　
(
2
)
　
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
総
合
的
企
画

　
　
(
3
)
　
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
及

　
　
　
び
助
成

　
　
(
4
)
　
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
普
及
及
び
宣
伝

三
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
特
定
不
況
業
種
・
特
定
不
況
地
域
関
係
労
働
者
の
雇
用
の
安
定

　
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
委
員
長
報
告
参
照




